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平成２３年１０月２０日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２３年（行ケ）第１００４８号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２３年１０月６日 

            判    決 

         原       告     フ リ ュ ー 株 式 会 社 

         同訴訟代理人弁理士      稲 本 義 雄 

                       西 川  孝  

         被        告     特 許 庁 長 官 

         同 指 定 代 理 人    安 久 司 郎 

                      大 野 克 人 

                      田 部 元 史 

                      板 谷 玲 子 

            主    文 

       １ 特許庁が不服２００８－２３８６５号事件について 

         平成２２年１２月２７日にした審決を取り消す。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

            事実及び理由 

第１ 請求 

 主文同旨 

第２ 事案の概要 

 本件は，原告が，下記１のとおりの手続において，本件出願に対する拒絶査定不

服審判の請求について，特許庁が，本件補正を却下した上，同請求は成り立たない

とした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）には，

下記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。 

 １ 特許庁における手続の経緯 

 (1) オムロンエンタテインメント株式会社は，平成１７年７月２５日，発明の
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名称を「画像印刷装置および方法」とする発明について特許出願（特願２００５－

２１３７７８号。平成１４年５月２４日に出願した特願２００２－１５０１２１号

を分割したもの。請求項の数は３）した（甲２）。 

 その後，原告は，同社から特許を受ける権利を譲り受け，平成１９年５月２９日，

特許庁長官に対し，その旨の名義人変更を届け出た（甲３）。 

 (2) 特許庁は，平成２０年８月１４日付けで拒絶査定をした（甲１０）。 

 (3) 原告は，平成２０年９月１８日，これに対する不服の審判を請求し（不服

２００８－２３８６５号事件），同年１０月２０日付けで手続補正（以下「本件補

正」という。）をしたが（甲６），特許庁は，平成２２年１２月２７日，本件補正

を却下した上，「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決をし，その謄

本は平成２３年１月１１日，原告に送達された。 

 ２ 本件補正前後の特許請求の範囲の記載 

 本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項１の記載は，以下のとおり

である。 

 (1) 本件補正前の請求項１の記載（ただし，平成２０年６月２７日付け手続補

正書（甲４）による補正後のものである。以下，本件補正前の特許請求の範囲に属

する発明を「本願発明」という。なお，「／」は原文における改行箇所である。

(2)も同じ。） 

 編集対象の画像と，前記編集対象の画像に施す編集を指示するとき操作される操

作画像のうちの少なくともいずれかを表示可能な表示領域が複数設けられる表示手

段と，／それぞれの前記表示領域に対応して設けられる入力手段と，／前記表示手

段に設けられる複数の表示領域のうち，前記編集対象の画像と前記操作画像のいず

れの画像も表示していない表示領域に，前記編集対象の画像の印刷に関する選択操

作を行う画面を，他の前記表示領域に前記編集対象の画像もしくは前記操作画像を

表示させることと並行して表示させる表示制御手段と／を備える画像印刷装置  

 (2) 本件補正後の請求項１の記載（ただし，下線部分は本件補正による補正箇
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所である。以下，本件補正後の特許請求の範囲に属する発明を「本件補正発明」と

いい，本件補正発明に係る明細書（甲２，４，６）を「本件補正明細書」とい

う。） 

撮影処理によって撮影された画像の中から選択された編集対象の画像と，前記編

集対象の画像に施す編集を指示するとき操作される操作画像のうちの少なくともい

ずれかを表示可能な表示領域が複数設けられる表示手段と，／それぞれの前記表示

領域に対応して設けられる入力手段と，／前記撮影処理が終了した後の編集処理中，

前記表示手段に設けられる複数の表示領域のうち，前記編集対象の画像と前記操作

画像のいずれの画像も表示していない表示領域に，前記編集処理が終了した後に行

われる，前記編集処理とは別の処理としての前記編集対象の画像の印刷処理に関す

る選択操作を行う画面を，他の前記表示領域に前記編集対象の画像もしくは前記操

作画像を表示させることと並行して表示させる表示制御手段と／を備える画像印刷

装置 

 ３ 本件審決の理由の要旨 

 (1) 本件審決の理由は，要するに，①本件補正発明は，引用例（特開２００２

－７７７８２。甲１）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知技

術に基づいて容易に発明することができたものであって，特許法２９条２項に該当

するから，本件補正は，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法１７条の２

第５項において準用する同法１２６条５項の規定に違反するものとして却下すべき

ものであり，②本願発明も，引用発明及び周知事項に基づいて容易に発明をするこ

とができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができな

い，というものである。 

 (2) なお，本件審決が認定した引用発明並びに本件補正発明と引用発明との一

致点及び相違点は，以下のとおりである。 

 ア 引用発明：画像印刷装置の筐体の前面の左右には，上方から下方へ向かって

操作パネル（１３－１）及び操作パネル（１３－２），操作パネル（１３－１）及
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び操作パネル（１３－２）のそれぞれに表示された画像に対して，編集図形，文字

などを入力するタッチペン（１４－１）およびタッチペン（１４－２）が設けられ

ており，ＣＣＤカメラにより撮影された画像が操作パネルに表示されるため，利用

者は，タッチペンを利用して撮影画像に後述する落書き処理を施すことができ，操

作パネル（１３－１）の近傍にタッチペン（１４－１）が，また，操作パネル（１

３－２）の近傍にはタッチペン（１４－２）が，それぞれ設けられており，操作パ

ネル（１３－１）および操作パネル（１３－２）のそれぞれに表示された撮影画像

に，２人の利用者が同時に落書き処理などを入力することができ，操作パネルに

は，撮影画像の他に，画像プリントの作成および印刷処理の進行段階に応じて種々

の選択ボタン，メッセージなどが表示され，操作パネルに表示された選択ボタンを

タッチペンを利用して選択することにより撮影手順が進行されるもので，操作パネ

ル（１３－１）と操作パネル（１３－２）に，異なる撮影画像をそれぞれ表示させ

ることができ，利用者は，別々の撮影画像に対して落書き処理などを入力すること

もでき，操作パネル（１３－１）には，それまでに撮影した撮影画像のうち，キー

プする画像を選択するために表示され，利用者は，タッチペン（１４－１）でカー

ソルを移動して，キープ画像を選択し，操作パネル（１３－１）には，選択された

撮影画像が表示され，その画像の明るさを調整するとき操作される明るさ調整ボタ

ン，シールに加工しないとき操作される写真風ボタン，シールシートにプリントす

るとき操作されるシール風ボタン，横方向に表示されているキープ画像を縦方向に

表示を変更するとき操作される表示切換ボタン，表示されている画像を削除して再

び撮影するとき操作されるとりなおしボタン，編集対象の画像として残しておくと

き操作されるキープボタンが表示されており，操作パネル（１３－２）には，利用

者がキープボタンを操作することにより，編集対象の画像として選択したキープ画

像が表示され，操作パネル（１３－２）には，削除ボタンが表示されており，利用

者は，これを操作して，選択したキープ画像を削除することができる画像印刷装置 

 イ 一致点：撮影処理によって撮影された画像の中から選択された編集対象の画
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像と，前記編集対象の画像に施す編集を指示するとき操作される操作画像のうちの

少なくともいずれかを表示可能な表示領域が複数設けられる表示手段と，それぞれ

の前記表示領域に対応して設けられる入力手段と，前記撮影処理が終了した後の編

集処理中，前記表示手段に設けられる複数の表示領域のうち，前記編集対象の画像

と前記操作画像のいずれの画像も表示していない表示領域に，前記編集処理が終了

した後に行われる，前記編集処理とは別の処理としての前記編集対象の画像の処理

に関する選択操作を行う画面を，他の前記表示領域に前記編集対象の画像もしくは

前記操作画像を表示させることと並行して表示させる表示制御手段とを備える画像

印刷装置 

 ウ 相違点：本件補正発明は，撮影処理が終了した後の編集処理中，表示手段に

設けられる複数の表示領域のうち，編集対象の画像と操作画像のいずれの画像も表

示していない表示領域に，編集処理が終了した後に行われる，編集処理とは別の処

理としての編集対象の画像の印刷処理に関する選択操作を行う画面を，他の表示領

域に編集対象の画像もしくは操作画像を表示させることと並行して表示させるもの

であるのに対して，引用発明は，編集処理が終了した後に行われる，編集処理とは

別の処理としての編集対象の画像の選択操作を行う画面が，画像の印刷処理に関す

る選択操作の画面ではなく，画像の削除の処理に関する選択操作の画面である点 

４ 取消事由 

 本件補正を却下した判断の誤り 

第３ 当事者の主張 

〔原告の主張〕 

 (1) 一致点の認定の誤り 

 ア 引用発明及び本件補正発明の各操作手順 

 (ア) 引用発明について 

 引用発明では，引用例図３及び４のとおり，ステップＳ１でデモ画面が表示され，

ステップＳ２で利用者が代金を投入したと判定されると，ステップＳ３で説明画面



- 6 - 

が表示され，ステップＳ４で取り込み画像が表示される。ステップＳ５で撮影開始

ボタンが操作されると，ステップＳ６で撮影が行われ，ステップＳ７で印刷写真選

択画面が表示され，利用者はキープ画像を選択する。ステップＳ８で，選択された

撮影画像の明るさ調整画面が表示され，利用者は明るさ調整ボタンを操作して，撮

影画像の明るさを調整する。明るさ調整画面には，とりなおしボタン，キープボタ

ン，撮影終了ボタンが表示され，ステップＳ９でとりなおしボタンが操作された場

合，ステップＳ４に戻り，再び取り込み画像が表示される。ステップＳ９でとりな

おしボタンが操作されていないと判定された場合，ステップＳ１０でキープボタン

が操作されたかが判定され，キープボタンが操作されたと判定された場合には，ス

テップＳ１１で指示された画像がキープ画像に追加される。次に，ステップＳ１２

で残り撮影可能枚数が０となったかが判定され，撮影可能枚数が残っている場合は

ステップＳ４に戻り，再び取り込み画像が表示される。撮影可能枚数が残っていな

い場合及びステップＳ１０でキープボタンが操作されていないと判定された場合は，

ステップＳ１３で撮影終了ボタンが操作されたかが判定される。撮影終了ボタンが

操作されていない場合，処理はステップＳ８に戻り，再び明るさを調整する処理が

行われる。撮影終了ボタンが操作された場合，撮影処理が終了され，ステップＳ１

４で落書き画面が表示される。落書き画面には，落書きメニューボタン，くりかえ

しボタン，消しゴムボタン，クロマキボタン，プリントボタンが表示され，画面上

方には，色パレットボタン，ライン選択ボタンも表示される。利用者はこれらのボ

タンを利用して落書きを行い，落書き処理を終了してプリントボタンが操作される

か，所定の制限時間が経過すると，ステップＳ１５で分割数選択画面が表示され，

利用者により好みの分割数が選択される。ステップＳ１６でプリントしたシールが

横から排出されることを案内する案内画面が表示され，写真をシールに印刷する処

理が実行される。 

 (イ) 本件補正発明について 

 本件補正発明における画像印刷装置の全体の処理は，本件補正明細書図７のとお
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り，ステップＳ１において，代金が投入されたと判定された場合，ステップＳ２で

撮影空間における撮影処理が実行される。撮影処理が終了すると，ステップＳ３で，

編集空間において，撮影した画像の編集処理が実行され，ステップＳ４で，編集画

像のデータがプリンタユニットのプリンタ部に転送され，印刷される。  

 イ 本件審決の認定の誤り１ 

 (ア) 本件審決は，引用発明においては，ＣＣＤカメラにより撮影された画像が

操作パネルに表示されるが，操作パネル（１３－１）には，それまで撮影した撮影

画像のうち，キープする画像を選択するために表示され，操作パネル（１３－２）

には，利用者がキープボタンを操作することにより，編集対象の画像として選択し

たキープ画像が表示されるから，引用発明の「編集対象の画像として選択したキー

プ画像」は，本件補正発明の「撮影処理によって撮影された画像の中から選択され

た編集対象の画像」に相当すると認定している。 

 (イ) しかし，前記ア(ア)のとおり，引用発明では，利用者は撮影終了ボタンを

操作するまで，許容された枚数の範囲内で撮影を繰り返すことができるから，ステ

ップＳ４で取り込み画像を表示する処理からステップＳ１３で撮影終了ボタンが操

作されたかを判定するまでの処理が撮影処理であり，スッテップＳ１４の「落書き

画面を表示し，選択された処理を実行する処理」が編集処理である。引用発明にお

いて，「編集対象の画像として選択したキープ画像」は，ステップＳ８で実行され

る「明るさ調整画面を表示する」機能に基づくものであるから（引用例【００６

９】），撮影処理時の画像である。 

 他方，本件補正発明の「撮影処理」とは，ステップＳ２で行われる撮影処理を意

味し，「編集処理」とは，撮影処理の後にステップＳ３で行われる編集処理を意味

するところ，請求項１記載の表示制御手段は，撮影処理が終了した後の編集処理中，

表示手段に設けられる複数の表示領域のうち，編集対象の画像と操作画像のいずれ

の画像も表示していない表示領域に，編集処理が終了した後に行われる，編集処理

とは別の処理としての編集対象の画像の印刷処理に関する選択操作を行う画面を表
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示させるのと並行して，他の表示領域に編集対象の画像もしくは操作画像を表示さ

せるものであるから，表示手段に複数設けられている表示領域のうちの他の表示領

域に表示される「撮影処理によって撮影された画像の中から選択された編集対象の

画像」は，撮影処理が終了した後の編集処理中に表示される画像であり，編集処理

の前に行われる撮影処理時の画像ではない。 

(ウ) したがって，本件審決の上記認定は誤りである。 

 ウ 本件審決の認定の誤り２  

 (ア) 本件審決は，引用発明の操作パネル（１３－１）には，選択された撮影画

像に加え，調整ボタン，写真風ボタン，シール風ボタン，表示切換ボタンが表示さ

れているから，上記調整ボタン等は，本件補正発明の「編集対象の画像に施す編集

を指示するとき操作される操作画像」に相当すると認定している。 

 (イ) しかし，操作パネル（１３－１）（図１０（Ａ））に表示されている画像

は，ステップＳ８で明るさを調節するための画像であるから，前記イのとおり，撮

影処理中の画像である。編集対象の画像が表示されていない操作パネルに，編集対

象の画像に施す編集を指示するとき操作される操作画像が表示されるはずはないか

ら，上記調整ボタン等は，「編集対象の画像に施す編集を指示するとき操作される

操作画像」には当たらない。 

 (ウ) したがって，本件審決の上記認定は誤りである。 

 エ 本件審決の認定の誤り３ 

 (ア) 本件審決は，引用発明の操作パネル（１３－１）には，選択された撮影画

像に加え，調整ボタン，写真風ボタン，シール風ボタン，表示切換ボタン，とりな

おしボタン，キープボタンが表示されているから，同パネルには，本件補正発明の

「編集対象の画像」と「操作画像」に相当する画像が表示されていると認定してい

る。 

 (イ) しかし，この認定は，「編集対象の画像」は操作パネル（１３－２）に表

示されているとした前記イ記載の本件審決の認定と矛盾するものである。 
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 また，前記イ及びウのとおり，操作パネル（１３－１）に表示されている画像は，

本件補正発明の「編集対象の画像」には当たらないし，同パネルに表示されている

調整ボタン等も「編集対象の画像に施す編集を指示するとき操作される操作画像」

には当たらない。 

 (ウ) したがって，本件審決の上記認定は誤りである。 

 オ 本件審決の認定の誤り４ 

 (ア) 本件審決は，引用発明の操作パネル（１３－１）に選択された撮影画像が

表示され，調整ボタン等が表示されている状態は，本件補正発明における「撮影処

理が終了した後の編集処理中」に相当すると認定している。 

 (イ) しかし，引用発明の操作パネル（１３－１）に選択された撮影画像や調整

ボタン等が表示されているのは，前記ウのとおり，編集処理の前の撮影処理中の画

像であり，本件補正発明において，撮影処理後の編集処理中に表示される画像であ

る「撮影処理によって撮影された画像の中から選択された編集対象の画像」に相当

する画像は表示されていない。 

 (ウ) したがって，本件審決の上記認定は誤りである。 

 カ 本件審決の認定の誤り５ 

 (ア) 本件審決は，引用発明の操作パネル（１３－２）には，利用者がキープボ

タンを操作することにより，編集対象の画像として選択したキープ画像が表示され

るが，利用者は，同パネルに表示された削除ボタンを操作して，キープ画像を削除

することができるから，同パネルは，本件補正発明の「前記編集対象の画像と前記

操作画像のいずれの画像も表示していない表示領域」に相当する旨認定している。 

 (イ) しかし，本件審決は，前記イ記載の認定では，引用発明の操作パネル（１

３－２）には，利用者がキープボタンを操作することにより，編集対象の画像とし

て選択したキープ画像が表示されるから，引用発明の「編集対象の画像として選択

したキープ画像」は，本件補正発明の「撮影処理によって撮影された画像の中から

選択された編集対象の画像」に相当すると判断しているのであり，この判断を前提
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にすると，同パネルは，本件補正発明の「前記編集対象の画像と前記操作画像のい

ずれの画像も表示していない表示領域」に相当することはないから，本件審決の上

記認定は，前記イ記載の認定と矛盾している。 

 また，削除ボタンは，操作パネル（１３－２）に消去する画像（キープ画像）が

表示されていることを前提とするから，同パネルは，本件補正発明の「前記編集対

象の画像と前記操作画像のいずれの画像も表示していない表示領域」には当たらな

い。 

 (ウ) したがって，本件審決の上記認定は誤りである。 

 キ 本件審決の認定の誤り６ 

 (ア) 本件審決は，引用発明において，「削除ボタンが表示されており，利用者

は，これを操作して，選択したキープ画像を削除することができる」ことは，本件

補正発明において，「前記編集処理が終了した後に行われる，前記編集処理とは別

の処理としての前記編集対象の画像の」「処理に関する選択操作を行う画面を，他

の前記表示領域に前記編集対象の画像もしくは前記操作画像を表示」の機能に相当

すると認定している。 

(イ) しかし，引用発明において，削除ボタンが表示される操作パネル（１３－

２）（図１０（Ｂ））の表示は，ステップＳ８で明るさを調整するための画面の表

示であるから，利用者が削除ボタンを操作してキープ画像を削除する処理は，撮影

処理中の処理であり，本件補正発明の「撮影処理」に相当する。そして，本件補正

発明の「編集処理」は，撮影処理の後に行われる処理であるから，操作パネル（１

３－２）の上記表示は，本件補正発明の「前記編集処理が終了した後に行われる，

前記編集処理とは別の処理としての前記編集対象の画像の」「処理に関する選択操

作を行う画面を，他の前記表示領域に前記編集対象の画像もしくは前記操作画像を

表示」することに相当しない。 

 また，上記削除ボタンを操作することは，結果的に操作パネル（１３－１）にお

いて明るさ調整のやり直しを指示することになるから，操作パネル（１３－２）に
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は，操作パネル（１３－１）において行われる処理とは別の処理としての選択操作

を行う画面が表示されているとはいえない。 

 (ウ) したがって，本件審決の上記認定は誤りである。 

 ク 本件審決の認定の誤り７ 

 (ア) 本件審決は，引用発明の操作パネル（１３－１）と操作パネル（１３－

２）に表示されている内容は，別々に並行して表示されているので，引用発明は，

本件補正発明における「前記編集処理とは別の処理としての前記編集対象の画像

の」「処理に関する選択操作を行う画面を，他の前記表示領域に前記編集対象の画

像もしくは前記操作画像を表示させることと並行して表示させる表示制御手段」に

相当する機能を有していると認定している。 

 (イ) しかし，「引用発明の操作パネル（１３－１）と操作パネル（１３－２）

に表示されている内容は，別々に並行して表示される」という構成は，引用例に記

載がない。 

 また，本件審決は，前記イ記載の認定では，「操作パネル（１３－１）には，そ

れまでに撮影した撮影画像のうち，キープする画像を選択するために表示され，操

作パネル（１３－２）には，利用者がキープボタンを操作することにより，編集対

象の画像として選択したキープ画像が表示される」と判断しているところ，操作パ

ネル（１３－１）のキープする画像を選択するための表示は，ステップＳ７の「印

刷写真選択画面を表示する」処理時に行われるものであるのに対し，操作パネル

（１３－２）の利用者がキープボタンを操作することにより選択したキープ画像の

表示は，ステップＳ８の「明るさ調整画面を表示する」処理時の表示であるから，

これらの表示は，並行して行われる表示ではない。 

 (ウ) 仮に，本件審決が前記イで認定した操作パネル（１３－１）と操作パネル

（１３－２）が，ともにステップＳ８の処理時のものを意味するとしても，その際，

操作パネル（１３－１）に表示されているのが「前記編集対象の画像」や「前記操

作画像」ではないことは，前記イ及びウのとおりであるから，操作パネル（１３－
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１）は，「他の前記表示領域に前記編集対象の画像もしくは前記操作画像を表示」

していない。 

 (エ) また，前記キのとおり，操作パネル（１３－２）の表示と並行して操作パ

ネル（１３－１）に表示されるのは，削除ボタンを操作することでやり直すことが

必要となる明るさ調整の画面であるから，操作パネル（１３－２）に並行に表示さ

れているのは，操作パネル（１３－１）において行われる処理と同じ明るさ調整処

理のための画面であり，別の処理の画面ではない。 

 (オ) したがって，本件審決の上記認定は誤りである。 

 ケ 小括 

 引用発明は，表示領域が複数設けられる表示手段を有しているが，前記イ及びウ

のとおり，操作パネル（１３－１）は，「撮影処理によって撮影された画像の中か

ら選択された編集対象の画像と，前記編集対象の画像に施す編集を指示するとき操

作される操作画像のうちの少なくともいずれかを表示」していない。また，引用例

図１０の画像は，前記イ，ウ，オ及びキのとおり，「編集処理」の前の「撮影処

理」の表示であり，「前記撮影処理が終了した後の編集処理中」の表示をしていな

い。 さらに，同画像は，前記クのとおり，本件補正発明における「前記編集処理

とは別の処理としての前記編集対象の画像の」「処理に関する選択操作を行う画面

を，他の前記表示領域に前記編集対象の画像もしくは前記操作画像を表示させるこ

とと並行して表示」してもいない。 

 したがって，「前記撮影処理が終了した後の編集処理中，前記表示手段に設けら

れる複数の表示領域のうち，前記編集対象の画像と前記操作画像のいずれの画像も

表示していない表示領域に，前記編集処理が終了した後に行われる，前記編集処理

とは別の処理としての前記編集対象の画像の処理に関する選択操作を行う画面を，

他の前記表示領域に前記編集対象の画像もしくは前記操作画像を表示させることと

並行して表示させる」ことは，引用発明の構成には存在せず，本件審決の一致点の

認定は誤りである。 
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 (2) 相違点の認定の誤り 

 前記(1)のとおり，本件審決は，本件補正発明と引用発明との一致点の認定を誤

っているので，相違点の認定も誤っている。 

 相違点は，「引用発明は，編集処理が終了した後に行われる，編集処理とは別の

処理としての編集対象の画像の選択操作を行う画面が，画像の印刷処理に関する選

択操作の画面ではなく，画像の削除の処理に関する選択操作の画面である点」だけ

ではなく，前記(1)ケのとおり，引用発明においては行われていない制御である

「前記撮影処理が終了した後の編集処理中，前記表示手段に設けられる複数の表示

領域のうち，前記編集対象の画像と前記操作画像のいずれの画像も表示していない

表示領域に，前記編集処理が終了した後に行われる，前記編集処理とは別の処理と

しての前記編集対象の画像の印刷処理に関する選択操作を行う画面を，他の前記表

示領域に前記編集対象の画像もしくは前記操作画像を表示させることと並行して表

示させる」という制御を，本件補正発明では行っている点である。 

 (3) 相違点に係る判断の誤り 

 ア 本件審決は，「画像印刷装置において，対象となる画像を選択し，その選択

された画像に対して編集，印刷，削除等の各種の処理を行う選択操作を行う画面を

持たせることは周知慣用な技術であるので，引用発明における操作パネル（１３－

２）に，削除ボタンの他に印刷処理のためのボタンも設けて選択された画像を印刷

できるようにもすることは，当業者が設計時に適宜選択して設定し得ることであり，

格別の困難性は認められない。また，本件補正発明の構成によって生じる効果も，

引用発明及び周知技術に基づいて当業者が予測できるものである。」と判断してい

る。 

 イ しかしながら，本件審決は，相違点の認定を誤っており，正しい相違点につ

いて検討していない。 

 また，本件審決は，本件補正発明の認定を誤った結果，「編集処理と並列して処

理を実行できるようにすることにより，ユーザ毎に分担して処理を行うことができ，
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１組のユーザに対して予め与えられた制限時間を有効に利用することができる。」

（【０１２５】）や，「分割数を選択する画面を表示させ，編集処理と並行して分

割数を選択できるようにすることにより，３人のユーザで同時に編集処理を行い，

それが終了した後に分割数を選択する場合と較べて，並列して異なる処理を行うこ

とができる分だけ，制限時間を有効に利用することができる。」（【０１２６】）

という本件補正発明の効果を看過している。 

 ウ したがって，本件審決の相違点に係る判断は誤りである。 

 (4) 本件補正却下の誤り 

 本件審決は，相違点に関する上記(3)記載の判断に基づき，本件補正には独立特

許要件が欠けるとして，これを却下した。 

 しかし，本件補正発明は，独立特許要件を具備するものであるから，本件審決の

上記判断は誤りである。 

〔被告の主張〕 

 (1) 一致点の認定の誤りについて 

 ア 本件審決の認定の誤り１について 

 (ア) ①引用例では，撮影処理が図３のどのステップに当たるのか明示されてい

ないこと，②一般に，画像編集においては，明るさ調整は最も基本的な編集処理で

あること，③引用例（【００５２】）には，「第２の領域は，落書き処理や明るさ

調整などの編集処理において使用される記憶領域であり」と記載され，ステップＳ

８の明るさ調整は「編集処理」であると示す記載があることからすると，引用発明

において，操作パネル（１３－１）に表示される明るさ調整画面は，「撮影処理」

のものではなく，「編集処理」のものであることは明らかである。 

 (イ) 引用発明のステップＳ４からステップＳ１３までが撮影処理であるとする

原告の主張は，本件補正発明と引用発明とを対比するのではなく，本件補正発明の

実施の形態と引用発明を比較した場合に，引用発明のステップＳ８（明るさ調整画
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面を表示する）の構成が本件補正発明の実施の形態における「撮影処理」に対応し

ていることを根拠にしているが，引用発明の用語の解釈を本件補正発明の実施の形

態の記載に基づいて解釈するのは誤りである。引用発明と本件補正発明の対比は，

特許請求の範囲の記載に基づいて行うべきであり，特許請求の範囲の記載が明確で

あるにもかかわらず，その記載を越えて，実施の形態にのみ記載された撮影処理の

手順を含めて対比すべきではない。   

(ウ) また，原告は，利用者は撮影終了ボタンを操作するまで，許容された枚数

の範囲内で撮影を繰り返すことができるから，引用発明のステップＳ７とステップ

Ｓ８の処理は，撮影処理中の処理であると主張しているが，引用例には，撮影終了

ボタンが押されるまでが，撮影処理であるという記載はない。 

(エ) 前記(ア)のとおり，引用発明では，明るさ調整は編集処理であり，「キー

プ画像」は明るさ調整という編集の対象の画像であることは明らかであるから，引

用発明の「編集対象の画像として選択したキープ画像」は，本件補正発明の「撮影

処理によって撮影された画像の中から選択された編集対象の画像」に相当する。 

(オ) したがって，本件審決の認定に誤りはない。 

 イ 本件審決の認定の誤り２について 

 (ア) 引用発明において，ステップＳ８の明るさ調整画面を表示する処理は，編

集処理であるから，明るさ調整画面が表示された操作パネル（１３－１）には，

「編集対象の画像」が表示されているのであり，同パネルに表示された調整ボタ

ン，写真風ボタン，シール風ボタン，表示切換ボタンは，本件補正発明の「編集対

象の画像に施す編集を指示するとき操作される操作画像」に相当する。 

 (イ) したがって，本件審決の認定に誤りはない。 

 ウ 本件審決の認定の誤り３について 

 (ア) 前記イのとおり，引用発明の操作パネル（１３－１）には，本件補正発明

の「編集対象の画像」に相当する画像が表示されている。 
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 (イ) 本件補正発明の「表示制御手段」は，「編集処理中，・・・前記編集対象

の画像と前記操作画像のいずれの画像も表示していない表示領域に，・・・他の前

記表示領域に前記編集対象の画像もしくは前記操作画像を表示させることと並行し

て表示させる表示制御手段」であるので，「表示制御手段」によって「他の前記表

示領域」に表示されるのは，「編集処理中」の「編集対象の画像もしくは前記操作

画像」であり，「前記編集対象の画像と前記操作画像のいずれの画像も表示してい

ない表示領域」は，「編集処理中」の「前記編集対象の画像と前記操作画像のいず

れの画像も表示していない表示領域」である。引用発明では，編集処理は操作パネ

ル（１３－１）で行われる明るさ調整であるから，同パネルに表示される画像が，

本件補正発明の「表示制御手段」で表示される「編集処理中」の「編集対象の画

像」に相当し，同パネルに表示される上記調整ボタン等が，本件補正発明の「編集

処理中」の「操作画像」に相当する。 

 (ウ) したがって，本件審決の認定に誤りはない。 

 エ 本件審決の認定の誤り４について 

 引用発明の操作パネル（１３－１）で行われる明るさ調整は編集処理であるか

ら，本件審決の判断に誤りはない。 

 オ 本件審決の認定の誤り５について 

 (ア) 引用発明において，操作パネル（１３－２）に表示されたキープ画像は，

編集処理中の画像ではないので，本件補正発明の「表示制御手段」における編集処

理中の「編集対象の画像」に相当せず，同パネルは，本件補正発明の「前記編集対

象の画像と前記操作画像のいずれの画像も表示していない表示領域」に相当する。 

 (イ) したがって，本件審決の認定に誤りはない。 

 カ 本件審決の認定の誤り６について  

 (ア) 〔原告の主張〕(1)キ(ア)について 

利用者が，操作パネル（１３－２）に表示された削除ボタンを操作して，選択し
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たキープ画像を削除する処理は，明るさ調整という編集処理の後に行われる処理と

いえる。削除ボタンを操作することによるキープ画像の削除は，選択操作を含むか

ら，同パネルには処理に関する選択操作を行う画面が表示されていることになる。 

 (イ) 同(イ)について 

引用例（【００６９】）には，「利用者はキープ画像を４枚選択する前でも，次

に進むことができる。」と記載されており，削除ボタンでキープ画像を削除して

も，明るさ調整の処理を必ずしもやり直す必要はない。 

 (ウ) 同(ウ)について 

前記(イ)のとおり，引用発明では，削除ボタンでキープ画像を削除しても，明る

さ調整の処理を必ずしもやり直す必要はない。そして，操作パネル（１３－１）に

選択された撮影画像とその画像の明るさを調整するときに操作される明るさ調整ボ

タン等が表示され，操作パネル（１３－２）に編集対象の画像として選択したキー

プ画像と選択したキープ画像を削除するための削除ボタンが表示されることは，明

るさ調整とキープ画像の削除という異なる処理を並行して行うことができるという

効果を有することは明らかである。 

 キ 本件審決の認定の誤り７について 

 (ア) 〔原告の主張〕(1)ク(ア)，(イ)について 

引用発明の操作パネル（１３－１）と操作パネル（１３－２）が，ともにステッ

プＳ８の明るさ調整画面を表示する処理時の表示であることは明らかであり，各パ

ネルの表示は並行しているから，本件審決の認定に誤りはない。 

 (イ) 同(ウ)について 

引用発明における明るさ調整は編集処理であり，引用発明の操作パネル（１３－

１）に表示されるのは，本件補正発明の「編集対象の画像」及び「操作画像」に相

当する画像である。 

 (ウ) 同(エ)について 

引用発明において，操作パネル（１３－２）に表示されているのは，キープ画像
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の削除処理の画面であり，操作パネル（１３－１）において行われる明るさ調整と

いう編集処理の画面とは，別の処理の画面である。 

 ク 小括 

 以上によれば，本件審決の一致点の認定に誤りはない。 

 (2) 相違点の認定の誤りについて 

 本件審決の本件補正発明と引用発明の一致点の認定に誤りはないから，相違点の

認定にも誤りはない。 

 (3) 相違点に係る判断の誤りについて 

 本件審決の相違点の認定に誤りはない。 

 また，前記(1)カ(ウ)のとおり，引用発明は２つの異なる処理を並行して行えると

いう効果を有することは明らかであって，本件補正発明の効果は予測できる範囲の

ものである。 

 したがって，本件審決の相違点に係る容易想到性の判断に誤りはない。 

 (4) 本件補正却下の誤りについて 

 本件補正発明は，独立特許要件を欠くものであるから，本件補正を却下した本件

審決の判断に誤りはない。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 一致点の認定の誤りについて 

(1) 本件補正明細書及び引用例の記載 

ア 本件補正明細書には，概略，次の記載がある。    

(ア) ユーザは，画像印刷装置を利用するとき，撮影空間に入場し，撮影処理を

行う。所定の数の画像を編集対象の画像として選択し，撮影を終えたとき，編集空

間に移動する（【００４３】）。編集空間から確認できる編集用モニタには，撮影

空間において撮影し，選択した画像が表示され，編集を行う。ユーザは，編集を終

えると印刷待ち空間に移動し，編集した画像がシール紙にプリントされ，排出され

るまで待機し（【００４４】），排出されたシール紙を受け取り，画像印刷装置の
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利用を終える（【００４５】）。撮影を行う空間，編集を行う空間，印刷が終了す

るのを待機する空間をそれぞれ設けることにより，撮影処理，編集処理，印刷処理

を併行して実行させることができ，これらの処理を１つの空間で実行させる場合に

比べ，顧客の回転率を向上させることができる。また，撮影処理に要する時間，編

集処理に要する時間等を長く確保することができる（【００４６】）。 

(イ) 画像印刷装置の全体の処理は，図７のとおりであり（【００６２】），制

御装置のＣＰＵは，代金が投入されたと判定した場合（ステップＳ１，【００６

４】），撮影空間での撮影処理を実行する（ステップＳ２，【００６４】）。次に，

ユーザの入力に応じて，撮影した画像の編集処理を実行し（ステップＳ３，【００

６５】），編集画像の画像データをプリンタユニットのプリンタ部に転送して，印

刷させる（ステップＳ４，【００６６】）。 

(ウ) ステップＳ２の撮影処理の詳細は，図８のとおりであり（【００６８】），

ＣＰＵは，ユーザに対し，撮影／落書きの人数を選択する画面を撮影用モニタに表

示させ（ステップＳ１１，【００６９】），選択された人数を受け付ける（ステッ

プＳ１２，【００７３】）。次に，ＣＣＤにより取り込まれた動画像が画像表示部

に表示され（ステップＳ１３，【００７４】），撮影を開始するか否かを判定し

（ステップＳ１４，【００７４】），撮影を開始すると判定した場合，撮影までの

カウントダウンを撮影用モニタに表示する（ステップＳ１５，【００７５】図８）。

撮影までの時間が０になったとき，ＣＣＤにより撮影を行う（ステップＳ１６，

【００７６】）。撮影を終了するか否かを判定し，撮影を終了すると判定した場合

（ステップＳ１７），撮影した画像の中から編集する画像を選択する画面を撮影用

モニタに表示させ（ステップＳ１８），ユーザは，所定の数の画像を編集対象画像

として選択する（ステップＳ１９，【００７８】図８）。ステップＳ１８で表示さ

れる編集対象画像の選択画面では，ユーザは，編集対象画像の明るさ（明度）を調

節できるようにされており，画像の明るさが調節される（ステップＳ２０，【００

７９】）。明るさが調節された編集対象画像は，編集処理において編集する画像と
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して保存される（ステップＳ２１，【００８０】）。その後，ユーザに対し，編集

空間に移動することが案内され（ステップＳ２２），撮影処理を終えたユーザは，

撮影空間から編集空間に移動する（【００８１】）。 

(エ) ステップＳ３の編集処理の詳細は，図１０のとおりであり（【００８

２】），ＣＰＵは，撮影処理において登録されたグループの人数をＲＡＭ又は記憶

部から読み出し（ステップＳ３１），グループの人数に応じて編集用モニタを割り

当てるとともに，編集用モニタに表示される編集対象画像及び編集ツールを選択す

るとき操作されるボタンの画像の配置を切り替え，編集画面を表示する（ステップ

Ｓ３２，【００８３】）。次に，ユーザの入力に応じて，編集対象画像を編集し

（ステップＳ３３，【０１０８】），終了ボタンが操作された場合，編集処理を終

了すると判定する（ステップＳ３４，【０１１１】）。その後，編集用モニタに印

刷待ち空間に移動することを案内するメッセージを表示させ（ステップＳ３５），

編集が入力された編集対象画像のデータをプリンタ部に出力する（ステップＳ３６，

【０１１２】）。ユーザは，印刷待ち空間に移動し，シール取り出し口からシール

紙が排出されてくるのを待機する（【０１１３】）。編集画像が印刷されたシール

紙は，シール取り出し口から排出され，ユーザに提供される（【０１１４】）。 

 イ 上記ア(ア)，(イ)のとおり，本件補正発明では，撮影処理（Ｓ２）は撮影空

間で行い，編集処理（Ｓ３）は，撮影空間とは別の編集空間へ移動して行うもので

あるから，撮影処理と編集処理とは明確に区別されている。 

また，上記ア(ウ)，(エ)の記載からすると，本件補正発明の撮影処理（ステップ

Ｓ２）は，単に撮影することのみを意味するものではなく，撮影／落書きの人数の

選択，編集対象画像の選択，編集対象画像の明るさ調節など，撮影に関連する一連

の処理（ステップＳ１１ないし２２）により構成されるものといえる。同様に，編

集処理（ステップＳ３）は，単に編集することのみを意味するものではなく，編集

に関連する一連の処理（ステップＳ３１ないし３４）により構成されるものといえ

る。 
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 ウ 他方，引用例には，概略，次の記載がある。 

画像印刷装置の印刷処理は，図３及び４のとおり（【００５６】），操作パネル

にデモ画面を表示し（ステップＳ１，【００５７】），代金が投入されたと判定し

た場合（ステップＳ２，【００５８】），操作パネルに撮影手順の説明画面を表示

する（ステップＳ３，【００５９】）。次に，操作パネルに取り込み画像を表示す

るが（ステップＳ４，【００６２】），操作パネル（１３－１）には，図７（Ａ）

のように，ＣＣＤカメラが撮影している取り込み画面が表示される（【００６

２】）。続いて，ＣＰＵは，撮影開始ボタンが操作されたか否かを判定し（ステッ

プＳ５，【００６４】），撮影開始ボタンが操作されたと判定した場合，撮影を実

行する（ステップＳ６，【００６５】）。その後，操作パネルに印刷写真選択画面

を表示するが（ステップＳ７），操作パネル（１３－１）には，図９（Ａ）のよう

に，プリントする（キープする）画像を選択するため，それまでに撮影した撮影画

像が表示され，利用者は，タッチペンでカーソルを移動して，キープ画像を選択す

る。操作パネル（１３－２）には，図９（Ｂ）のように，操作パネル（１３－１）

に表示された撮影画像から選択された画像が表示される。利用者は，操作パネル

（１３－２）に表示されているプリントボタンを操作し，撮影画像をプリント（キ

ープ）するか，削除ボタンを操作して撮影画像を削除するかを選択する。利用者が

プリントボタンを操作したと判定した場合，操作パネルに明るさ調整画面を表示す

る（ステップＳ８）。操作パネル（１３－１）には，図１０（Ａ）のように，印刷

することが選択された撮影画像が表示され，明るさ調整ボタン，写真風ボタン，シ

ール風ボタン，表示切換ボタン，とりなおしボタン，キープボタンが表示される

（【００６７】【００６８】）。操作パネル（１３－２）には，利用者がキープボ

タンを操作することにより，編集対象の画像として選択したキープ画像が表示され

る。また，同パネルには，削除ボタンが表示され，利用者は，これを操作して，選

択したキープ画像を削除することができる。さらに，同パネルには，撮影終了ボタ

ンが表示され，利用者は，キープ画像を４枚選択する前でも，次に進むことができ
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る（【００６９】【００７０】）。ＣＰＵは，明るさ調整画面でとりなおしボタン

が操作されていないと判定した場合（ステップＳ９），同画面でキープボタンが操

作されたか否かを判定し（ステップＳ１０），操作されたと判定した場合，キープ

することが選択された撮影画像をキープ画像に追加する（ステップＳ１１，【００

７１】【００７２】）。ＣＰＵは，残り撮影可能枚数が０か否かを判定し（ステッ

プＳ１２），残り撮影可能枚数が０であると判定した場合及びキープボタンが操作

されていないと判定された場合，操作パネル（１３－２）に表示されている撮影終

了ボタンが操作されたか否かを判定する（ステップＳ１３，【００７４】【００７

５】）。撮影終了ボタンが操作されたと判定した場合，操作パネルに落書き画面を

表示し（ステップＳ１４，【００７６】【００７７】），プリントボタンが操作さ

れたか又は制限時間が経過したと判定した場合，操作パネルに分割数選択画面を表

示し（ステップＳ１５），利用者は，好みの分割数（プリントサイズ）のシートを

選択することができる（【００８１】）。表示プロセッサは，プリントしたシール

が横から排出されることを案内する案内画面を操作パネル（１３－１）及び操作パ

ネル（１３－２）に表示させる（ステップＳ１６，【００８２】）。 

エ 上記ウのとおり，引用発明は，撮影と編集を同じ場所で行うものであり，ま

た，引用例には，各ステップでの処理が，撮影処理と編集処理のいずれに区分され

るのか明示の記載はないが，引用発明では，利用者は，撮影開始ボタンが操作され

てから（ステップＳ５），撮影終了ボタンが操作されるまで（ステップＳ１３）の

間に，撮影，撮り直し，撮影の終了など，撮影に関する一連の処理を行うものであ

ること，本件補正発明の「撮影処理」は，単に撮影することを意味するものではな

く，撮影／落書き人数の選択，編集対象画像の明るさ調整，編集対象画像の選択等，

撮影に関連する一連の処理を意味することなどからすると，本件補正発明と引用発

明との対比においては，引用発明において，撮影開始ボタンが操作されてから（ス

テップＳ５），撮影終了ボタンが操作されるまで（ステップＳ１３）の一連の処理

が，本件補正発明の「撮影処理」に相当し，撮影終了ボタンが操作された後，操作
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パネルに落書き画面を表示して，選択された処理を実行する処理（ステップＳ１

４）が，本件補正発明の「編集処理」に相当するものであると認めるのが相当であ

る。 

この点に関し，引用例（【００５２】）には，「（フレームバッファの）第２の

領域は，落書き処理や明るさ調整などの編集処理において使用される記憶領域であ

り，・・・」と，明るさ調整（ステップＳ８）が編成処理に当たるとする記載もあ

るが，前記のとおり，本件補正発明の進歩性の有無を判断する前提として，本件補

正発明と引用発明を対比した場合には，引用発明における明るさ調整は，本件補正

発明の「撮影処理」に相当する一連の処理（ステップＳ５からステップＳ１３）に

含まれるものと認めるのが相当であり，引用例の記載上では，明るさ調整は編集処

理と位置付けられているとしても，その記載により直ちにこの明るさ調整が本件補

正発明の「編集処理」に相当するものと認めることはできない。 

(2) 本件審決の認定の誤り１について 

 ア 前記(1)エのとおり，引用発明における撮影処理は，撮影開始ボタンが操作

されてから（ステップＳ５），撮影終了ボタンが操作されるまで（ステップＳ１

３）に行われるものであるところ，「編集対象の画像として選択したキープ画像」

は，ステップＳ５からステップＳ１３の間に行われるステップＳ１１よって表示さ

れるものであるから，撮影処理中に表示される画像であると認められる。 

 イ 他方，本件補正発明の「撮影処理によって撮影された画像の中から選択され

た編集対象の画像」は，編集用モニタに表示される「編集対象画像」に対応するも

のであるが（本件明細書【００８３】），編集用モニタに編集対象画像を表示する

ステップＳ３２は，編集処理中に行われるものである。 

 したがって，本件補正発明の「撮影処理によって撮影された画像の中から選択さ

れた編集対象の画像」は，編集処理中に表示される画像であると認められる。 

ウ 以上によれば，引用発明の「編集対象の画像として選択したキープ画像」は，

撮影処理中に表示される画像であり，他方，本件補正発明の「撮影処理によって撮
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影された画像の中から選択された編集対象の画像」は，編集処理中に表示される画

像であって，両者は異なる処理中に表示される画像であるから，引用発明の「編集

対象の画像として選択したキープ画像」は，本件補正発明の「撮影処理によって撮

影された画像の中から選択された編集対象の画像」に相当するということはできな

い。 

エ 被告の主張について 

(ア) 第３の〔被告の主張〕(1)アの(ア)，(ウ)及び(エ)について 

上記(1)エのとおり，引用発明における明るさ調整（ステップＳ８）は，本件補

正発明との対比においては，撮影処理に含まれるから，ステップＳ８で操作パネル

（１３－１）に表示される明るさ調整画面は，編集処理のものではなく，撮影処理

のものである。 

したがって，被告の主張は採用できない。 

(イ) 同(イ)について 

本件補正発明や引用発明の特許請求の範囲の記載には，いずれも各発明における

「撮影処理」及び「編集処理」の区分やその手順に関する特定はないから，本件補

正発明と引用発明を対比するに当たり，それぞれの技術内容を把握して，これを確

定させるためには，特許請求の範囲の記載に加え，発明の詳細な説明の記載を参酌

することも許されるというべきである。 

したがって，被告の主張は採用できない。 

 (3) 本件審決の認定の誤り２について 

 ア 上記(1)エのとおり，引用発明のステップＳ８により表示される明るさ調整

画面は，撮影処理に含まれるから，同画面に表示される調整ボタン，写真風ボタン，

シール風ボタン，表示切換ボタンは，いずれも撮影処理中に表示される画像である。 

イ 他方，本件補正発明の「編集対象の画像に施す編集を指示するとき操作され

る操作画像」は，編集用モニタに表示される「編集ツールを選択するとき操作され

るボタンの画像」に対応するが（本件明細書【００８３】），編集用モニタに「編
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集ツールを選択するとき操作されるボタンの画像」を表示するステップＳ３２は，

編集処理中に行われるものであるから，同画像は，編集処理中に表示されるもので

ある。 

ウ 以上によれば，引用発明の上記調整ボタン等は，撮影処理中に表示される画

像であり，他方，本件補正発明の「編集対象の画像に施す編集を指示するとき操作

される操作画像」は，編集処理中に表示される画像であって，両者は異なる処理中

に表示される画像であるから，引用発明の上記調整ボタン等は，本件補正発明の

「編集対象の画像に施す編集を指示するとき操作される操作画像」に相当するとい

うことはできない。 

(4) 本件審決の認定の誤り３について 

 ア 上記(3)のとおり，引用発明の操作パネル（１３－１）に表示される上記調

整ボタン等は，撮影処理中に表示される画像である。 

 イ 他方，上記(2)，(3)のとおり，本件補正発明の「撮影処理によって撮影され

た画像の中から選択された編集対象の画像」及び「編集対象の画像に施す編集を指

示するとき操作される操作画像」は，いずれも編集処理中に表示される画像である。 

 ウ 以上によれば，引用発明の操作パネル（１３－１）には，本件補正発明の

「編集対象の画像」と「操作画像」に相当する画像が表示されているということは

できない。 

(5) 本件審決の認定の誤り４について 

本件審決の「引用発明の操作パネル（１３－１）に「上記の画像」が表示されて

いる状態は，撮影処理に編集を行うことができる状態であるので，当該状態は，本

件補正発明における撮影処理が終了した後の編集処理中であるといえる。」との判

断における「上記の画像」とは，本件補正発明の「編集対象の画像」と「操作画

像」に相当する画像を指すものであるところ，上記(2)，(3)のとおり，引用発明の

ステップＳ８では，操作パネル（１３－１）に本件補正発明の「編集対象の画像」

と「操作画像」に相当する画像は表示されていない。 
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したがって，引用発明の操作パネル（１３－１）に選択された撮影画像が表示さ

れ，調整ボタン等が表示されている状態は，本件補正発明における「撮影処理が終

了した後の編集処理中」に相当するものではない。 

(6) 本件審決の認定の誤り５について 

 ア 引用発明では，ステップＳ８で利用者がキープボタンを操作すると，操作パ

ネル（１３－２）には，編集対象の画像として選択したキープ画像が表示されるが

（【００６９】），上記(2)のとおり，このキープ画像は，撮影処理中に表示され

る画像である。 

 イ 他方，本件補正発明の「前記編集対象の画像と前記操作画像のいずれの画像

も表示していない表示領域」に表示される「前記編集処理が終了した後に行われる，

前記編集処理とは別の処理としての前記編集対象の画像の印刷処理に関する選択操

作を行う画面」は，「前記撮影処理が終了した後の編集処理中」に表示される画面

である。 

 ウ 以上によれば，引用発明において，キープ画像が表示されている操作パネル

（１３－２）は，本件補正発明の「前記編集処理が終了した後に行われる，前記編

集処理とは別の処理としての前記編集対象の画像の印刷処理に関する選択操作を行

う画面」が表示されている「前記編集対象の画像と前記操作画像のいずれの画像も

表示していない表示領域」に相当するということはできない。 

(7) 本件審決の認定の誤り６について 

 上記(2)のとおり，引用発明において，利用者がステップＳ８でキープボタンを

操作することにより，操作パネル（１３－２）に表示されるキープ画像は，撮影処

理中に表示される画像であるから，キープ画像を削除する処理も撮影処理中に行わ

れる処理であり，編集処理の終了後に行われる編集処理とは別の処理ではない。 

したがって，引用発明において，利用者が削除ボタンを操作して，キープ画像を

削除できることは，本件補正発明の「前記編集処理が終了した後に行われる，前記

編集処理とは別の処理としての前記編集対象の画像の」「処理に関する選択操作を
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行う画面を，他の前記表示領域に前記編集対象の画像もしくは前記操作画像を表

示」の機能に相当するということはできない。 

(8) 本件審決の認定の誤り７について 

ア 引用発明において，操作パネル（１３－１）に表示される明るさ調整画面

（図１０（Ａ））は，撮影処理に関するものであり，また，操作パネル（１３－

２）に表示される「編集対象の画像として選択したキープ画像」は，撮影処理中に

表示される画像であるから，各パネルに表示されている内容はいずれも撮影処理中

のものである。      

イ 他方，本件補正発明における「前記編集処理とは別の処理」は，「前記編集

処理が終了した後に行われる」処理である。 

 ウ 以上によれば，引用発明の各操作パネルに表示されている内容が，別々に並

行して表示されているからといって，引用発明が，本件補正発明における「前記編

集処理とは別の処理としての前記編集対象の画像の」「処理に関する選択操作を行

う画面を，他の前記表示領域に前記編集対象の画像もしくは前記操作画像を表示さ

せることと並行して表示させる表示制御手段」に相当する機能を有しているという

ことはできない。 

(9) 小括 

 以上のとおり，引用発明の「編集対象の画像として選択したキープ画像」は，本

件補正発明の「撮影処理によって撮影された画像の中から選択された編集対象の画

像」に相当せず（上記(2)），引用発明の調整ボタン等は，本件補正発明の「編集

対象の画像に施す編集を指示するとき操作される操作画像」に相当しない（上記

(3)）。また，引用発明の操作パネル（１３－１）に本件補正発明の「編集対象の

画像」と「操作画像」に相当する画像は表示されないし（上記(4)），引用発明の

操作パネル（１３－１）に選択された撮影画像が表示され，調整ボタン等が表示さ

れている状態は，本件補正発明における「撮影処理が終了した後の編集処理中」に

相当するものであるとはいえず（上記(5)），キープ画像が表示されている操作パ
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ネル（１３－２）が，本件補正発明の「前記編集対象の画像と前記操作画像のいず

れの画像も表示していない表示領域」に相当するともいえない（上記(6)）。さら

に，引用発明において，利用者が削除ボタンを操作して，キープ画像を削除できる

ことは，本件補正発明の「前記編集処理が終了した後に行われる，前記編集処理と

は別の処理としての前記編集対象の画像の」「処理に関する選択操作を行う画面を，

他の前記表示領域に前記編集対象の画像もしくは前記操作画像を表示」の機能に相

当しないし（上記(7)），引用発明が，本件補正発明における「前記編集処理とは

別の処理としての前記編集対象の画像の」「処理に関する選択操作を行う画面を，

他の前記表示領域に前記編集対象の画像もしくは前記操作画像を表示させることと

並行して表示させる表示制御手段」に相当する機能を有しているともいえない（上

記(8)）。 

 以上からすると，本件補正発明と引用発明は，「表示領域が複数設けられる表示

手段」を有している点では一致しているものの，引用発明の操作パネル（１３－

１）は，「撮影処理によって撮影された画像の中から選択された編集対象の画像と，

前記編集対象の画像に施す編集を支持するとき操作される操作画像のうちの少なく

ともいずれかを表示」するものではないし，また，引用発明は，「前記撮影処理が

終了した後の編集処理中，前記表示手段に設けられる複数の表示領域のうち，前記

編集対象の画像と前記操作画像のいずれの画像も表示していない表示領域に，前記

編集処理が終了した後に行われる，前記編集処理とは別の処理としての前記編集対

象の画像の処理に関する選択操作を行う画面を，他の前記表示領域に前記編集対象

の画像もしくは前記操作画像を表示させることと並行して表示させる」機能を有し

ないから，本件審決の一致点の認定は誤りであるといわなければならない。 

 ２ 相違点の認定の誤りについて 

 本件審決は，相違点の認定において，「引用発明は，編集処理が終了した後に行

われる，編集処理とは別の処理としての編集対象の画像の選択操作を行う画面が，

画像の印刷処理に関する選択操作の画面ではなく，画像の削除の処理に関する選択
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操作の画面である」と判断しているところ，前記１(7)のとおり，引用発明の画像

の削除の処理（キープ画像を削除する処理）は，撮影処理中の処理であり，編集処

理（前記１(1)エのとおり，引用発明では，ステップＳ１４の落書き画面を表示し，

選択された処理を実行する処理が，本件補正発明の「編集処理」に相当する。）の

終了後に行われるものではないから，上記相違点の認定には，誤りがある。 

 また，前記１(9)のとおり，本件補正発明と引用発明との間には，少なくとも，

引用発明においては，「前記撮影処理が終了した後の編集処理中，前記表示手段に

設けられる複数の表示領域のうち，前記編集対象の画像と前記操作画像のいずれの

画像も表示していない表示領域に，前記編集処理が終了した後に行われる，前記編

集処理とは別の処理としての前記編集対象の画像の印刷処理に関する選択操作を行

う画面を，他の前記表示領域に前記編集対象の画像もしくは前記操作画像を表示さ

せることと並行して表示させる」機能がないという相違点もある。 

 ３  本件補正を却下した判断の誤りについて 

以上のとおり，本件審決が認定した本件補正発明と引用発明の相違点には全体と

して誤りがあり，その結果，本来の相違点に係る容易想到性の判断を欠いているの

であるから，この相違点の認定の誤りは，本件補正発明は引用発明及び周知技術に

基づいて容易に発明することができるとし，本件補正は，平成１８年法律第５５号

による改正前の特許法１７条の２第５項が準用する同法１２６条５項に違反すると

して，これを却下した本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 

 ４ 結論  

 以上の次第であるから，本件審決は取り消されるべきものである。 

    知的財産高等裁判所第４部 

 

裁判長裁判官     滝   澤   孝   臣 
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            裁判官     髙   部   眞 規 子 

 

 

            裁判官     齋   藤       巌 

 


